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令和３年度所沢市農業委員会通常総会議事録 

 

開催日時  令和３年４月１３日 午前９時３０分～１０時４０分 

開催場所  所沢市役所大会議室 

議  案  議案第１号 令和２年度所沢市農業委員会事業報告について 

      議案第２号 令和３年度所沢市農業委員会活動の基本方針及び事業計画

（案）について     

      議案第３号 令和４年度農林業関係税制改正要望事項（案）について 

      議案第４号 令和３年度所沢市農業施策に関する要望（案）について 

 

出席委員  １番 池田 正巳   ２番 越阪部 勲   ３番 越阪部 一   

      ４番 内野 喜昭   ５番 糟谷 裕義   ７番 池田 稔    

      ８番 鈴木 浩之   ９番 見澤 幸一  １０番 石井 一    

     １１番 川口 浩   １２番 栗原 茂   １３番 大舘 浩一   

     １４番 石井 進   １５番 水村 英紀  １６番 本橋 与志喜  

     １８番 諸星 久雄  １９番 飯塚 幸雄  ２０番 木下 章    

     ２１番 田中 宏   ２２番 吉田 英和  ２３番 粕谷 久男   

     ２４番 栗原 明夫  ２５番 鈴木 孝史  ２６番 田代 清   

     ２７番 野村 與志次 ２９番 中 好和    

 

欠席委員  ６番 増田 貴雄  １７番 新井 祥穂  ２８番 加藤 博之  

       

 

 農業委員会事務局により進行。池田会長のあいさつ後、池田会長が議長に就任し議

事を進めた。 

 

 

議 長： これより議事に入ります。 

     議席番号６番 増田貴雄員委員、議席番号１７番 新井祥穂委員、議席番

号２８番 加藤博之委員から欠席の連絡がありましたので報告いたします。 

     本日の議事録署名委員に議席番号３番 越阪部一委員、議席番号４番 内

野喜昭委員を指名します。 

 

 

議案第１号 令和２年度所沢市農業委員会事業報告について 

 

議 長： 「議案第１号 令和２年度所沢市農業委員会事業報告について」事務局か
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ら説明をお願いします。 

事務局： 「議案第１号 令和２年度所沢市農業委員会事業報告について」御説明い

たします。 

     ３ページをご覧ください。 

     議案第１号、令和２年度所沢市農業委員会事業報告について 

     次のとおり審議願います。 

     令和３年４月１３日 

     所沢市農業委員会会長 池田 稔 

     ４ページをご覧ください。 

     「令和２年度事業報告」、「１ 会議の開催状況」になります。 

     「（１）通常総会」は、４月２４日に開催し、４議案を審議しました。 

     新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の観点から、例月の総会と同日に

開催し、出席者の人数を調整させていただきました。 

     ５ページをご覧ください。 

     「（２）総会」は、毎月１回開催し、農地法の規定による許可申請等につ

いて審議しました。 

     また、４月、５月、１月、２月につきましては、新型コロナウイルス感染

症拡大防止対策の観点から、出席者の人数を調整させていただき開催しまし

た。 

     ８ページをご覧ください。 

     「（３）農地利用最適化推進会議」は、年５回、８月を除く偶数月に開催

し、農地利用状況調査や農業者年金加入推進活動等について審議しました。 

     ９ページをご覧ください。 

     「（４）地区打ち合わせ」は、毎月１回３地区において開催することにな

っていますが、昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の観点か

ら４月、５月、１月、２月、３月は中止としました。 

     ６月、８月、９月、１０月、１１月は地区ごと５回開催、７月と１２月は

合同で開催し、農地利用最適化推進活動や農地転用・利用権設定の総会議案

等について打ち合わせをしました。 

     １０ページをご覧ください。 

     「２ 会議・研修視察等の開催状況」は、農業委員会入間地方協議会など

が開催する各種会議、研修会等に出席しました。昨年度は新型コロナウイル

ス感染症拡大防止対策の観点から、研修会等が中止となり、開催回数が例年

の半分程度と少なくなっております。 

     １１ページをご覧ください。 

     「３ 要望活動」は、「令和３年度農林業関係税制改正要望事項」を埼玉

県農業会議会長へ提出しました。令和２年６月２３日に４役から所沢市長に

「令和２年度所沢市農業施策に関する要望書」を提出しました。 

     １２ページをご覧ください。 

     「４ 農地移動状況」になります。 

     「（１）農地法第３条許可（権利区分別）」は、２８件の許可をしました。 

     一昨年度は、例年より少なく９件でした。昨年度は大字北岩岡の営農型太

陽光発電施設設置に伴う地上権の設定などから若干多い状況でした。 
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     「（２）農地法第３条許可（理由別）」は、２８件を理由別にまとめまし

た。 

     「（３）農地法第３条の３第１項の規定による届出」は５９件でした。 

     一昨年度は、４２件でした。 

      １３ページをご覧ください。 

     「（４）農地法第４条届出・許可」は、４２件でした。 

     一昨年度は、４９件でした。 

     「（５）農地法第５条届出・許可（種別区分別）」は、１４３件でした。 

     一昨年度は、１９０件でした。昨年度は市街化区域の所有権移転が４９件

減っております。 

     「（６）農地法施行規則該当転用届出」は、１４件でした。 

     一昨年度は、４件でした。昨年度は携帯電話用の電気通信事業施設が増え

ています。 

     １４ページをご覧ください。 

     「（７）農地法第４条届出・許可（用途別）」は、４２件を用途別にまと

めました。 

     「（８）農地法第５条届出・許可（用途別）」は、１４３件を用途別にま

とめました。 

     １５ページをご覧ください。 

     「（９）各種証明等事務処理状況」は、発行した証明書等を種類別にまと

めました。合計２４５件の証明等をしました。 

     一昨年度は、２１３件でした。昨年度は農地転用の許可済等の証明である

確認願が増えています。 

     １６ページをご覧ください。 

     「５ 各種事業実施状況」になります。 

     「（１）農地利用状況調査」は、農地利用状況調査の結果を地区別にまと

めました。全体の是正率は８４．９パーセントでした。 

     一昨年度は、８６パーセントでした。 

     １７ページをご覧ください。 

     「（２）農業者年金の加入・受給状況」は、昨年度は２名が新規に加入し

ました。 

     一昨年度は、３名でした。 

     ①の加入状況は、確定値が今月中旬になるため、本年２月末現在の状況で

す。 

     右側の「待期者数」とは、６０歳以上で既に年金保険料の払い込みは終了

していますが、６５歳未満のためまだ年金を受給されていない方です。 

     ③の加入促進活動としましては、戸別訪問や広報活動を実施しました。 

     １８ページをご覧ください。 

     「（３）農地サポート事業」は、９件の契約が成立し、２４，８８１平方

メートルを流動化しました。 

     一昨年度の成立件数は８件でしたが、大字中富の約２５，７００平方メー

トルなどの広い面積の契約成立が多かったため、全体で６２，２９２平方メ

ートルの流動化となりました。 
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     また、委員さんが仲介されて利用権を設定している場合がありますが、農

地サポート事業に登録されていないこともありますので、積極的に登録を案

内していただきますようお願いします。 

     「（４）農業機械情報登録事業」は、登録、成立はともにありませんでし

た。 

     議案第１号の説明は以上です。 

議 長： 「議案第１号 令和２年度所沢市農業委員会事業報告について」質疑に入

ります。事務局からの説明に対して質問、意見はありますか。 

委 員： 「（９）各種証明等事務処理状況」の確認願とは、どのような証明ですか。 

事務局： 過去に農地転用の許可等を行っている事実を証明するものです。市街化調

整区域の農地転用許可と昭和５５年９月までの市街化区域の農地転用の届

出についての証明です。なお、昭和５５年１０月以降の市街化区域の農地転

用の届出については、受理証明により届出済であることを証明します。 

議 長： ほかにないようですので質疑等を終結し採決に入ります。採決につきまし

ては、所沢市農業委員会総会会議規則第１０条の規定により、挙手をもって

行います。 

     議案第１号につきまして、原案どおり賛成の委員は挙手願います。 

委 員：（全員挙手） 

議 長： 議案第１号につきましては、全会一致により原案どおり決定といたします。 

 

 

議案第２号 令和３年度所沢市農業委員会活動の基本方針及び事業計画（案）につい

て 

 

議 長： 「議案第２号 令和３年度所沢市農業委員会活動の基本方針及び事業計画

（案）について」事務局から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第２号 令和３年度所沢市農業委員会活動の基本方針及び事業計画

（案）について」御説明いたします。 

     １９ページをご覧ください。 

     議案第２号、令和３年度所沢市農業委員会活動の基本方針及び事業計画

（案）について 

     次のとおり審議願います。 

     令和３年４月１３日 

     所沢市農業委員会会長 池田 稔 

     ２０ページをご覧ください。 

     「１ 令和３年度所沢市農業委員会活動の基本方針」については、記載の

とおりで、事前に総会議案をお配りしていることから、読み上げは省略させ

ていただきます。 

     ２１ページをご覧ください。 

     主なものを御説明します。 

     「１ 基本方針」は、「（１）遊休農地の発生防止・解消」、「（２）優

良農地の保全」、「（３）担い手の確保・育成」の３項目です。 

     「２ 具体的な施策」は、「（１）遊休農地の発生防止・解消」、「（２）
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優良農地の保全」、「（３）担い手の確保・育成」、「（４）基本方針の実

現に向けて」の４項目で、それぞれの内容は記載のとおりです。 

     ２２ページをご覧ください。 

     「２ 令和３年度事業計画」になります。 

     「１ 会議、研修会等の開催」は、「１ 総会」は、「（１）通常総会」

を年１回、「（２）総会」を年１２回開催します。 

     「２ 農地利用最適化推進会議」は、偶数月に年６回を開催します。 

     「３ 地区打ち合わせ会」は、３地区に分かれて年１２回開催します。 

     ７月、８月、１２月、３月は合同開催といたします。 

     新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の関係で、開催日時、場所等が変

更になる場合がありますので、その都度開催通知を御確認いただきますよう

お願いします。 

     通常は、いるま野農業協同組合の会議室をお借りしていますが、いるま野

農業協同組合が貸し出しを停止している状況であるため、６月までは、各地

区のまちづくりセンターで開催を予定しています。その後の開催場所は未定

です。 

     「４ 研修会及び講習会」は、年間を通して実施します。 

     「（１）の先進地視察研修会の実施」につきましては宿泊ではなく日帰り

とし、新型コロナウイルス感染症拡大の状況等により実施の是非を判断いた

します。 

     ２３ページをご覧ください。 

     「２ 基本方針に基づく主な活動」については、（１）から（１３）まで

のご覧のとおりとなります。 

     議案第２号の説明は以上です。 

議 長： 「議案第２号 令和３年度所沢市農業委員会活動の基本方針及び事業計画

（案）について」質疑に入ります。事務局からの説明に対して質問、意見は

ありますか。 

議 長： 質疑等がないようですので採決に入ります。 

     議案第２号につきまして、原案どおり賛成の委員は挙手願います。 

委 員：（全員挙手） 

議 長： 議案第２号につきましては、全会一致により原案どおり決定といたします。 

     恐れ入りますが「（案）」を消してください。 

 

 

 

議案第３号 令和４年度農林業関係税制改正要望事項（案）について 

 

議 長： 「議案第３号 令和４年度農林業関係税制改正要望事項（案）について」

事務局から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第３号 令和４年度農林業関係税制改正要望事項（案）について」

御説明いたします。 

     ２５ページをご覧ください。 

     議案第３号 令和４年度農林業関係税制改正要望事項（案）について 
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     次のとおり審議願います。 

     令和３年４月１３日 

     所沢市農業委員会会長 池田 稔 

     ２６ページをご覧ください。 

     令和４年度農林業関係税制改正要望事項は、相続税・贈与税納税猶予制度

についての要望です。要望項目と要望理由を読み上げます。 

     【要望項目】は、循環型農業として土地利用が図られている平地林を相続

税・贈与税納税猶予制度の対象とする。 

     【要望理由】は、循環型農業のための堆肥づくり等に利用される平地林は、

農業経営を維持するための重要な生産基盤であるが、納税猶予の適用除外と

されている。相続税を納付するために処分するなど、農業経営を行っていく

うえで大きな支障となっていることから、相続税納税猶予の適用対象とする

べきである。 

     昨年度まで５項目の要望をしてまいりましたが、４項目につきましては改

善されたことから、今年度は１項目のみとなりました。 

     参考に、昨年度の要望事項は、「１ 循環型農業として土地利用が図られ

ている平地林」、「２ 農作業場等の農業用施設用地に利用されている農家

敷地」、「３ 自治体や農業協同組合等が運営主体の市民農園」、「４ 所

有者と同一人が経営する農地所有適格法人に使用貸借される農地」、「５ 

農業者年金基金法に基づいて経営継承のために後継者に使用貸借されてい

る農地」の５項目でした。 

     議案第３号の説明は以上です。 

議 長： 「議案第３号 令和４年度農林業関係税制改正要望事項（案）について」

質疑に入ります。事務局からの説明に対して質問、意見はありますか。 

     質疑等がないようですので採決に入ります。 

     議案第３号につきまして、原案どおり賛成の委員は挙手願います。 

委 員：（全員挙手） 

議 長： 議案第３号につきましては、全会一致により原案どおり決定といたします。 

     恐れ入りますが「（案）」を消してください。 

 

 

 

議案第４号 令和３年度所沢市農業施策に関する要望（案）について 

 

議 長： 「議案第４号 令和３年度所沢市農業施策に関する要望（案）について」

事務局から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第４号 令和３年度所沢市農業施策に関する要望（案）について」

御説明いたします。 

     ２７ページをご覧ください。 

     議案第４号 令和３年度所沢市農業施策に関する要望（案）について 

     次のとおり審議願います。 

     令和３年４月１３日 

     所沢市農業委員会会長 池田 稔 
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     ２８ページをご覧ください。 

     「令和３年度所沢市農業施策に関する要望について」は記載のとおりで、

読み上げは省略させていただきます。 

     ２９ページをご覧ください。 

     大きく３項目あり、「１ 優良農地の保全と有効活用について」、「２ 担

い手の確保・育成について」、「３ 農業振興施策の充実について」それぞ

れの内容は記載のとおりです。 

     議案第４号の説明は以上です。 

議 長： 「議案第４号 令和３年度所沢市農業施策に関する要望（案）について」

質疑に入ります。事務局からの説明に対して質問、意見はありますか。 

     質疑等がないようですので採決に入ります。 

     議案第４号につきまして、原案どおり賛成の委員は挙手願います。 

委 員：（全員挙手） 

議 長： 議案第４号につきましては、全会一致により原案どおり決定といたします。 

     恐れ入りますが「（案）」を消してください。 

     ただいま、御了承いただきました要望につきましては、後日、藤本市長に

「要望書」として提出いたします。 

     これで議案第１号から議案第４号まで、全て可決いたしました。 

 

 

 

協議事項１ 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について 

協議事項２ 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について 

 

議 長： 「協議事項１ 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

について」及び「協議事項２ 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動

計画（案）について」は、関連がありますので一括して事務局から説明をお

願いします。 

事務局： 「協議事項１ 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

について」御説明いたします。 

 「Ⅰ 農業委員会の状況」は、令和３年４月１日現在の農業の概要と農業

委員会の現在の体制です。 

     「Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集約化」は、集積目標５５１．２ヘク

タールで集積実績５２５．２ヘクタールでした。活動に対する評価は、目標

に及ばなかったことから一層の強化を要するとしました。 

     「Ⅲ 新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」は、参入目標１経営

体で参入実績１経営体でした。活動に対する評価は、目標を達成し適切な活

動の成果が表れたとしました。 

     「Ⅳ 遊休農地に関する措置に関する評価」は、解消目標０．５ヘクター

ルで解消実績はマイナス４ヘクタールでした。活動に対する評価は、活動に

より遊休農地が解消された地域もありましたが、全体的に目標に及ばなかっ

たことからより一層の強化を要するとしました。 

     「Ⅴ 違反転用への適正な対応」は、違反転用面積０．９ヘクタール、増
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減０．１ヘクタールでした。活動に対する評価は、目標に及ばなかったこと

から一層の強化を要するとしました。 

     「Ⅵ 農地法等によりその権限に属された事務に関する点検」は、農地法

第３条に基づく許可事務の処理件数は２８件、うち許可件数は２８件でした。

農地転用に関する事務の処理件数は４９件でした。農地所有適格法人からの

報告は、管内の６法人から報告を受けました。情報の提供等は、適切に実施

しています。 

     「Ⅶ 地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容」は、要望・意見

等がありませんでした。 

     「Ⅷ 事務の実施状況の公表等」は、市のホームページに公表しています。 

 協議事項１の説明は以上です。 

     続きまして「協議事項２ 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計

画（案）について」御説明いたします。 

 「Ⅰ 農業委員会の状況」は、令和３年４月１日現在の農家・農地等の概

要と農業委員会の現在の体制です。 

     「Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集約化」は、集積面積５３０．２ヘク

タールを目標とします。「うち新規集積面積５ヘクタール」は、「所沢市農

業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針」において設定しました

担い手への農地利用集積目標とします。 

     「Ⅲ 新たな農業経営を営もうとする者の参入促進」は、参入目標数を１

経営体とします。 

     「Ⅳ 遊休農地に関する措置」は、解消面積０．５ヘクタールを目標とし、

「所沢市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針」において設

定した遊休農地の解消目標とします。 

     「Ⅴ 違反転用への適正な対応」は、農業委員等による農地パトロール及

び啓発活動を行い、違反転用が確認された場合は是正指導を行うこととしま

す。 

     協議事項１及び協議事項２の説明は以上です。 

議 長： 「協議事項１ 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

について」及び「協議事項２ 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動

計画（案）について」質疑に入ります。事務局からの説明に対して質問、意

見はありますか。 

     質疑等がないようですので採決に入ります。 

     協議事項１及び協議事項２につきまして、原案どおり賛成の委員は挙手願

います。 

委 員：（全員挙手） 

議 長： 協議事項１及び協議事項２につきましては、全会一致により原案どおり決

定といたします。 

     恐れ入りますが協議事項２につきましては「（案）」を消してください。 

 

 

 

協議事項３ 農地利用状況調査の実施（案）について 
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議 長： 「協議事項３ 農地利用状況調査の実施（案）について」事務局から説明

をお願いします。 

事務局： 「協議事項３ 農地利用状況調査の実施（案）について」御説明いたしま

す。 

     ４６ページをご覧ください。 

     「１ 調査期間」は令和３年７月２７日（火）から８月６日（金）になり

ます。 

     ただし、８月２日（火）は農業振興地域整備促進協議会、８月６日（金）

は農地利用最適化推進会議のため、午後を予備日とする予定です。 

     「２ 調査員」は、農業委員、農地利用最適化推進委員、農業振興課職員、

農業委員会事務局職員です。 

     班編成は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の観点から、昨年と同

様に各地区４人若しくは３人１組の２班体制で班ごとに調査する予定です。 

     「３ 事前周知」は、５月中旬から、いるま野農業協同組合を通じて４７

ページの「農地利用状況調査の実施について」を回覧する予定です。 

     市外の所有者にも回覧と同様の内容を郵送します。  

     「広報ところざわ７月号」に周知する記事を掲載します。 

     調査にあたって、当日迷わないように、事前に所在地等の確認をお願いし

ます。 

     協議事項３の説明は以上です。 

議 長： 「協議事項３ 農地利用状況調査の実施（案）について」質疑に入ります。

事務局からの説明に対して質問、意見はありますか。 

     質疑等がないようですので採決に入ります。 

     協議事項３につきまして、原案どおり賛成の委員は挙手願います。 

委 員：（全員挙手） 

議 長： 協議事項３につきましては、全会一致により原案どおり決定といたします。 

     恐れ入りますが「（案）」を消してください。 

     以上で､本総会の審議事項につきましては、すべて終了いたしました。 

     皆様の御協力により、滞りなく務めさせていただき､大変ありがとうござ

いました｡これで､議長の職を解かせていただきます｡ 

 

     川口会長職務代理者により閉会した。 

 


